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【公開番号】特開2017-34543(P2017-34543A)
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【年通号数】公開・登録公報2017-006
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月31日(2017.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周囲における各撮像領域をそれぞれ撮像するように前記車両に搭載された複数の
撮像装置（１０）の撮像画像の中から予め定められた対象物を認識する画像認識部（２１
）と、
　前記複数の撮像装置のうち、前記画像認識部により認識された対象物を含む画像を撮像
した撮像装置を認識撮像装置として特定し、前記認識撮像装置に予め対応づけられている
仮想視点から見た視点変換画像に前記撮像画像を変換する視点変換部（２２）と、
　前記視点変換部により変換された視点変換画像に含まれている前記対象物の画像部分を
強調させる画像強調部（２５）と、
　前記画像強調部により前記対象物の画像部分が強調された前記視点変換画像を運転支援
画像として、前記車両に搭載された表示装置（３０）に前記運転支援画像を出力する画像
出力部（２６）と、
　を備える車載表示制御装置であって、
　前記視点変換部は、前記認識撮像装置が一つである場合、前記撮像装置と前記仮想視点
とが一対一に対応づけられた基本対応テーブルを用いて前記仮想視点を設定し（Ｓ２１０
－Ｓ２２０）、
　前記視点変換部は、前記認識撮像装置が二つである場合、前記画像認識部により認識さ
れた対象物を含む撮像領域に関する所定の撮像領域条件が成立しているときに、前記撮像
装置の組合せパターンと前記仮想視点とが一対一に対応づけられた付加対応テーブルを用
いて前記仮想視点を設定する（Ｓ２３０－Ｓ２５０）、
　ことを特徴とする車載表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載表示制御装置であって、
　前記視点変換部は、前記画像認識部により認識された対象物を含む撮像領域が二つの前
記撮像装置の何れでも撮像可能な重複領域であることを、前記撮像領域条件の成立要件の
一つとする、
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　ことを特徴とする車載表示制御装置。
【請求項３】
　車両の周囲における各撮像領域をそれぞれ撮像するように前記車両に搭載された複数の
撮像装置（１０）の撮像画像の中から予め定められた対象物を認識する画像認識工程（２
１）と、
　前記複数の撮像装置のうち、前記画像認識工程により認識された対象物を含む画像を撮
像した撮像装置を認識撮像装置として特定し、前記認識撮像装置に予め対応づけられてい
る仮想視点から見た視点変換画像に前記撮像画像を変換する視点変換工程（２２）と、
　前記視点変換工程により変換された視点変換画像に含まれている前記対象物の画像部分
を強調させる画像強調工程（２５）と、
　前記画像強調工程により前記対象物の画像部分が強調された前記視点変換画像を運転支
援画像として、前記車両に搭載された表示装置（３０）に前記運転支援画像を出力する画
像出力工程（２６）と、
　を備える車載表示制御方法であって、
　前記視点変換工程は、前記認識撮像装置が一つである場合、前記撮像装置と前記仮想視
点とが一対一に対応づけられた基本対応テーブルを用いて前記仮想視点を設定し（Ｓ２１
０－Ｓ２２０）、
　前記視点変換工程は、前記認識撮像装置が二つである場合、前記画像認識工程により認
識された対象物を含む撮像領域に関する所定の撮像領域条件が成立しているときに、前記
撮像装置の組合せパターンと前記仮想視点とが一対一に対応づけられた付加対応テーブル
を用いて前記仮想視点を設定する（Ｓ２３０－Ｓ２５０）、
　ことを特徴とする車載表示制御方法。
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